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令和５年３月２４日 

監 査 委 員 決 定 

令和５年度 亘理町監査計画 

 

  亘理町監査基準第７条に基づき、令和５年度監査計画を次のとおり

定める。 

 

１．基本方針 

監査等の実施にあたっては，町の事務の管理及び執行等について、

法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保する

ため，亘理町監査基準に基づいた監査等を実施するものとする。  

 

２．実施する監査等の種類 

（１）定期監査（地方自治法第１９９条第 1 項及び第４項） 

町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令

に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、

その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼として実施す

る。 

 

（２）随時監査（工事等）（地方自治法第１９９条第 1 項及び第５項） 

町の事務事業の執行に係る工事を対象に、契約方法の妥当性を

含め設計基準及び施工業務、監督業務について事務手続きが適

法・適正に行われているかどうかを主眼として実施する。  

 

（３）財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項） 

町が補助金、交付金、負担金等の財政的援助を行っている団体

及び公の施設の指定管理者を対象とし、当該財政的援助等に係る

出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行わ

れているかを主眼として実施する。  
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（４）例月出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項） 

会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているかを主

眼として実施する。  

また、毎月の町財政収支の動態を主として計数面より把握し、

各種監査の効率的な執行に活用する。  

 

（５）決算審査（地方自治法第２３３条第２項、地方公営企業法第３０条第２項） 

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるかを主眼

として実施する。 

 

（６）基金運用審査（地方自治法第２４１条第５項） 

基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用

が確実かつ効率的に行われているかを主眼として実施する。 

 

（７）健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する  

法律第３条第１項及び第２２条第１項）  

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎

となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるかを

主眼として実施する。  

 

３．監査等の実施予定時期及び対象 

（１）実施予定時期及び対象 

各監査等の実施予定時期及び対象は次の表のとおりとする。 

監査等の種類  
実施予定
時  期  

対象  

定期監査  

１０月  
亘理小学校・吉田小学校・亘理中学校・吉田保育所 

吉田児童クラブ・学校給食センター 

１１月  

図書館・郷土資料館（文化財含む） 

逢隈地区交流センター（逢隈公民館・働く婦人の家・  

海洋センター体育館） 

１２月  

総務課（選挙管理委員会含む）・企画課  

税務課・町民生活課・会計課・健康推進課  

福祉課・長寿介護課  

１月 
財政課・子ども未来課・農林水産課・商工観光課

上下水道課・都市建設課・施設管理課  

２月 
教育総務課・生涯学習課・農業委員会  

議会事務局  
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監査等の種類  
実施予定
時  期  

対象  

随時監査  ６～７月  工事の内容等に応じて選定  

財政援助団体等

監査 
５～６月  

財政援助団体及び公の施設の指定管理者から  

選定 

例月出納検査 

毎月２０日

及び２１日 
※やむを得な
い事由がある

時は変更でき
る。 

一般会計・特別会計  

水道事業会計  

公共下水道事業会計  

決算審査 

６～８月  
水道事業会計  

公共下水道事業会計  

７～８月  
一般会計・特別会計  

（基金運用審査及び健全化判断比率等審査を含む） 

 

（２）変更・追加実施 

計画日程は都合により変更又は追加を行うものとする。  

なお、監査対象課等において、都合により監査日時の変更を希

望する場合は、その申し出により協議するものとする。 

 

４．監査等の実施体制 

監査委員２名で監査等を実施し、書記長以下職員４名が補助する。


